
事務連絡

平成  25年 4月 1日

動物医薬 品 検 査 所 御 中

消費・安全局畜水産安全管理課

薬事審査管理班長

薬事法第  2条第  5項から第  7項までの規定により農林水産大臣が指

定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器の一部を

改正する件の制定について

このことについて、別添写しのとおり各都道府県あて通知したので、御了知

ください。



者務務漆絡

平成� 25年� 413113

北海道斎藤主務談御

幾寺本7kn表後補護者・安全局

滋7k滋安全管理課

薬考模様変管理班長

議患者籍法第ゑ条第5項から第� 7項までの規定lとより幾林水藤大院が指� 

を11交をする評議度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機総の一審

改夜十る件。J制定について

楽等法(昭和� 35年法律第� 145号。以下「法j という。)第� 83条第� l項の規

定により統み終えて適用される法第� 2条第� 5:嘆から第� 7項淡での規定に主義づき、

「薬事法第� 2条第� 5項から第� 7項までの規定により幾林水波大箆が指定する高

度管理医療機器、管理医療機器及び一般産療機器J 農1324 13 12年16(平成

林水産省告示� 2217号)の 部を改正する告示が}jIJ添のとおり公おおれ、照尽

から施行d ;11;~ました。
今回の改蕊内容は下認のどおりですので、参考としてください。� 
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1 改正の内容

「手写佼Fおま寄鍛えま樹脂製注射筒j を一般医療機器に指定。� 

2 施行期日� 

13 1413年25平成
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